
参考資料 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律 

「行政処分の指針について（通知）」（環循規発第18033028 号平成30年３月30日）抜粋 

 

③  同号トの「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由

がある者」とは、法第７条第５項第４号イからヘまで及び第14 条第５項第２号ロからへまでのい

ずれにも該当しないが、その者の資質及び社会的信用性等の面から、将来、その業務に関して不正

又は不誠実な行為をすることが相当程度の蓋然性をもって予想される者をいうこと。具体的には、

次のような者については、特段の事情がない限り、これに該当するものと考えられること。 

イ  過去において、繰り返し許可の取消処分を受けている者 

ロ  法、浄化槽法、令第４条の６各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、公訴

を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者 

ハ  暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法第204 条、第206 条、第208 条、第208 条の３、第222 条

若しくは第247 条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正15 年法律第60 号）の罪を犯

し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者（当該違反又は罪が廃棄

物の処理に関連してなされ又は犯された場合に限る。） 

ニ  ロに掲げる法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累

積している者 

ホ  収集運搬業者が道路交通法に違反して廃棄物の過積載を行い、又は処分業者が廃棄物処理施設の拡

張のために森林法（昭和26 年法律第249 号）に違反して許可を受けずに森林の伐採等の開発行為

を行い、若しくは都市計画法（昭和43年法律第100 号）や農地法（昭和27 年法律第229 号）に違

反して開発許可や農地の転用の許可を受けずに廃棄物処理施設を設置するなど、廃棄物処理業務に

関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者（なお、繰り返し罰金以下の刑に

処せられるまでに至っていない場合でも、廃棄物処理業務に関連した他法令違反に係る行政庁の指

導等が累積することなどにより、上記と同程度に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者に

ついては、下記チに該当すると解して差し支えないこと。） 

ヘ  自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団員を利用している者（例えば、自己又は自社と友誼関係にある暴力団の威力を相手方に認識さ

せることにより、その影響力を利用するため、自己又は自社と友誼関係にある者が暴力団員である

ことを告げ、若しくは暴力団の名称入り名刺等を示し、又は暴力団員に対し暴力団対策法第９条各

号に定める暴力的要求行為の要求等を行った者） 

ト  暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴

力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者（例えば、相手方が暴力団又は暴力団員であ

ることを知りながら、自発的に用心棒その他これに類する役務の有償の提供を受け、又はこれらの

ものが行う事業、興行、いわゆる「義理ごと」等に参画、参加し、若しくは援助している者） 

チ  その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者 

 

なお、現に一部の悪質な許可業者が大規模な不法投棄等の不適正処理を行い重大な社会問題となって

おり、さらに、これが産業廃棄物処理業界全体に対する国民の不信・反発を招き、ひいては産業廃棄物

の適正処理に困難をきたすおそれを生じさせていることを踏まえ、法第７条第５項第４号トについては

積極的にその該当性を判断して悪質な許可業者の排除に努められたいこと。 


